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国
保
税
は
、
年
8
回
に
分
け
て
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
4
月
時
点

で
は
前
年
中
の
所
得
金
額
な
ど
が
確

定
し
て
い
な
い
た
め
、
国
保
税
を
算

定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

国
保
税
が
確
定
す
る
第
3
期
ま
で

は
、
暫
定
的
に
平
成
19
年
度
の
年
税

額
（
年
度
途
中
か
ら
加
入
し
た
世
帯

は
、
1
年
間
に
換
算
し
た
額
）
の
8

分
の
1
相
当
額
（
1
期
あ
た
り
）
を

税
額
と
し
ま
す
。

こ
れ
を
仮
算
定
と
い
い
、
納
税
通

知
書
は
、
4
月
中
旬
に
お
届
け
す
る

予
定
で
す
。

平
成
20
年
度
の
国
保
税
が
平
成
19

年
度
の
年
税
額
の
2
分
の
1
に
相
当

す
る
額
に
満
た
な
い
と
思
わ
れ
る
場

合
は
、
税
額
の
修
正
を
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
国

保
の
被
保
険
者
の
み
で
構
成
さ
れ
た

世
帯
で
あ
っ
て
、
国
保
税
の
納
税
義

務
者
で
あ
る
世
帯
主
が
一
定
額
以
上

の
年
金
等
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
は
、

10
月
か
ら
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天

引
き
）
を
行
い
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
、
仮
算
定
額
を
第
1
・
2
期
に
普

通
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

災
害
や
、
事
業
の
休
廃
止
な
ど
に

よ
り
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
、

国
民
健
康
保
険
で
は
、
病
院
な
ど
の

窓
口
で
の
自
己
負
担
額
（
一
部
負
担

金
）
が
、
減
免
な
ど
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

対
象
と
な
る
方

一
部
負
担
金
の
支

払
い
義
務
を
負
う
世
帯
主
ま
た
は

世
帯
に
属
す
る
方
が
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
、

資
産
お
よ
び
能
力
の
活
用
を
図
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
が
困

難
に
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申

請
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
一
部
負
担
金
の
減

額
、
免
除
、
徴
収
猶
予
を
行
い
ま

す
。

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
死
亡
し

た
と
き
。
心
身
障
害
者
と
な
り
ま

た
は
資
産
に
重
大
な
損
害
を
受
け

た
と
き
。

②
干
ば
つ
、
冷
害
な
ど
に
よ
る
農
作

物
の
不
作
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収

入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き
。

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失

業
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
と
き
。

※
次
の
方
は
、
一
部
負
担
金
の
減
免
、

徴
収
猶
予
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ

ん
。

①
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資

格
を
得
て
か
ら
6
か
月
を
経
過
し

な
い
方

②
特
別
な
事
情
が
な
い
の
に
、
国
民

健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

※
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
方
は
、
市

民
窓
口
グ
ル
ー
プ
へ
お
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
い

き
い
き
と
健
や
か
に
過
ご
す
知
恵
を

身
に
つ
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
健

康
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

こ
の
教
室
で
は
、
プ
ー
ル
で
の
全

身
を
使
っ
た
予
防
運
動
や
運
動
室
で

の
健
康
予
防
体
操
な
ど
を
取
り
入
れ

た
教
室
で
す
。

対
象
者

市
内
在
住
の
方
（
国
保
加

入
者
を
優
先
し
ま
す
）

募
集
期
間

4
月
7
日
（月）
〜
4
月
16

日
（水）

募
集
人
数

30
人
（
先
着
順
）

開
講
日

5
月
8
日
か
ら
毎
週
木
曜

日
の
連
続
8
回

（
5
月
29
日
は
あ
り
ま
せ
ん
）

と
こ
ろ

コ
パ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

高
浜
（
図
書
館
西
100
m
）

受
講
料

1
、
0
0
0
円

※
納
付
方
法
は
、
別
途
開
講
案
内
で

通
知
し
ま
す
。
受
講
料
納
入
後
の
、

キ
ャ
ン
セ
ル
は
返
金
で
き
ま
せ
ん
。

※
プ
ー
ル
で
使
用
す
る
水
泳
帽
子
・

水
着
・
タ
オ
ル
は
各
自
で
用
意
し

て
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法

直
接
、
市
民
窓
口
グ
ル

ー
プ
へ
来
庁
す
る
か
、
電
話
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

＊

＊

＊

申
込
・
問
合
せ
先

市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1（
内
線
219
・
262
）

市

一
部
負
担
金
の

減
免
・
徴
収
猶
予

国
保

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

第
1
期
・
第
2
期
は

仮
算
定
で
す

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

す
い
す
い
健
康
教
室

受
講
生
募
集

第1期すいすい健康教室　日程
開講日 内　　　　　　　　　　　容
5月　8日 すいすい健康体操 （ストレッチと基礎運動）
15日 すいすい健康水泳（プール） （泳がない水中トレーニング）
22日 腰痛予防水中運動（プール） （腰周り中心水中運動）

6月　5日 肩こり解消体操 （上半身中心ストレッチと筋力トレーニング）
12日 膝痛予防のための水中運動（プール） （下半身中心水中運動：アクアウォーキング）
19日 青竹健康体操 （ストレッチ体操および青竹踏み）
26日 肥満解消水中運動（プール） （やさしいアクアビクス）

7月　1日 レクリエーション＆リラクゼーション

 


